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1 はじめに 

 「倫理学」は、「判断の根拠の妥当性」について考える学問です。「判断の根拠が妥当」

であるかどうかは、その判断によって「『善』が実現するか、どうか」、あるいはその判断

が「『善』であるか、どうか」です。 

「社会福祉学」は、「社会に生じているあらゆる困難」を対象にして、その解決を図るこ

とを目的としていますが、解決に向けてなされる判断が、「正しい」かどうかは、支援の根

幹に関わってきます。 

したがって、「社会福祉学」において「倫理学」を学ぶ意味は、「支援する際の根拠の妥

当性」について考えること、だと言えます。 

 

2 日常を問う難しさ→あたりまえを問う「倫理学」はなぜ難しいのか？ 

「これからスーパーカミオカンデについて学びます。」と言われれば、分からないことを

前提に、覚悟を決めて耳を傾けます。この場合の難しさは、「知らないことを理解する」難

しさです。案外、理解が深まったりします。 

ところが、「善について考えます」と言われれば、常識的な事柄に、特段の覚悟を決める

ことなく耳を傾けることができます。 

ところが、考えれば考えるほど、途中で逃げ出したくなるような気持ちになります。そ

れは、感覚的には「善を知っている」のだけど、改めて向き合うと、実は、「何もわかって

いない」「答えが一つではない」ことに直面させられるからです。ここに「倫理学」の難し

さ（というか、ややこしさ）があるのだといえます。 

 

3 「倫理学」とはなにか？→「真善美」のうち「善」を問う「メタ倫理学」 

倫理学は「真善美」のうち「善」について考える学問です。「善」は、日常経験を通して

常識的に理解しているので、いまさら「善」について考えることにどんな意味があるのだ

ろう、と戸惑うことがあります。しかし、下の事例はどうでしょうか？ 

 女性たちには、自分の縁談であっても、意見を述べることは許されていなかった。女は

家長の下に属するものであった。 



 かつ（矢嶋楫子の幼名）は、親の決めた相手と結婚をします。しかし・・・。 

 ある夜、例のごとく酒に酔った七郎が小柄を抜いて、かつが抱いていた赤子目がけて投

げつけた。さっと赤子をかばった瞬間、かつの二の腕に小柄が刺さった。かつの二の腕か

ら血が流れた。かつは胸の子を抱いて、数町離れた実家に逃げ帰った。 

 夫からの DV に逃れるため、離縁を宣言します。しかし・・・。 

生命を守るための行動が「不道徳」と言われる。では、女性にとっての「徳」とは？ 

 妻から夫に離縁を言い渡したためしを聞かない。女には「三従」の教えといって、娘の

時には親に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従う、これが日本婦人として最高の徳

といわれていた。 

※「われ弱ければ－矢嶋楫子伝」三浦綾子著、小学館文庫（31 頁～32 頁の一部抜粋） 

 

この事例にある「三従」の教えが、現代日本でも婦人の最高の「善」といえるでしょう

か？「善」は時代に即して相対的なのでしょうか？そもそも「善」とは？ 

 つまり、どうしたら「善」を実現できるのか、を考えるのではなく、「善」とは何か、を

考えるのが「メタ倫理学」です。 

� 倫理：（ethos：習慣）→「倫」＝「人」＋「侖（リン）」。「侖」は短冊を整理する様子

を表している漢字。つまり「同類のモノ」を順序よく並べるという意味。 

� 「倫」→「秩序だった人間関係」を意味する漢字。 

� 「理」→「断り（判断）」。何かと何かを区別するのが判断。 

� 「倫理」→どうしたら人間は、「秩序善く生きることができるのか、その判断基準の妥

当性」について考える学問であるといえます。 

 

4 「規範倫理学」→なにが「善」いのか？どう生きる「べき」なのか？ 

(1) 「善そのもの」を考える「メタ倫理学」に対して、「善悪の判断基準の妥当性（どうし

たら善を実現することができるのか）」について考えるのが、「規範倫理学」です。一般

的な「倫理学」のイメージが該当すると思います。 

(2) 「善、悪」は「人間が生きる」上で生じるので、人間特有の問題です（→「良い」は人

間以外にも使うので）。 

 

■ 規範倫理学の代表的学説 

1 功利主義→結果的に善を実現する行為が正しい行為である。 

2 義務論→道徳的原則に適合している行為が正しい行為である。 

※神が定めた掟、理性が定めた掟、理性的存在者であれば、誰でも選択する規則。 

3 徳倫理学→行為者の徳によって為された行為が正しい行為である。 

 女が男に離縁を宣言する、それは決してあってはならぬことであった。不道徳の極みで

あった。いや、不道徳以上に大きな罪であった。 



※正しい行為かどうかは、行為をする人（の徳）によって決まる。徳のある人は正しい行為をするだ

ろう。 

 

5 「応用倫理学」→人間の生活に即した実際上の問題を取り扱う。 

「倫理の原理的探求（善悪の判断基準の模索）」を用いて、生活上（特に科学技術の発達

によってもたらされた軋轢）に生じる問題に答えを出そうとする取り組みが「応用倫理

学」です。 

※ 生命倫理、環境倫理、企業倫理、職業倫理など。「冠」に生じる問題について考え

る→「冠」についての関心が高まることが条件（最近では動物倫理もある） 

※ 身近では「職業倫理」。「職業上に生じる問題」について倫理的に考える。 

※ 問題に対する態度としては、「事実判断」と「倫理判断」の二つがある。 

ある問題に対して 

①事実判断：観察、実験を通して確認した事実から答えを出す→合意し易い 

②倫理判断：思考の積み重ねを通して確認した理屈から答えを出す→利害の対立 

※倫理判断をすることが、人間的営みとも言える。 

 

社会福祉学と倫理学の関係については、対人支援関係のあり方の文脈で語られることが

多く、また私自身も関心（特に主客関係）を抱いてきました。ただここ最近は、社会福祉

学にとっての倫理学、ようするに基礎学問としての倫理学がもっぱら関心事です。 

 

6 「社会福祉学」と「倫理学」 

 繰り返しになりますが、倫理学は「判断の根拠の妥当性」を問います。つまり、何らか

の支援を行う際、その時の選択した判断が、「妥当であったか」を考えることが問題となり

ます。私の学問的関心はここにあります。 

 例えば、「人工妊娠中絶」の是非を問うとき問題となるのは、「技術的に可能であるから、

行為することが許されるのか」ということです。あるいは環境と経済発展のどちらが優先

されるのか。 

 もちろん、それへの応答は、応答する人のおかれている立場や、心情や経験などによっ

て幾通りも考えられ、かつ正しい答えを導くことは困難を極めますが、ここでの問いは「下

した判断が善を実現すると、なぜ言えるのか」ということです。 

 このときの「善」をどう考えるのかによって、判断をする態度に変化が生じてきます。

すなわち、「結果を重視するのか」という功利主義的態度、または「原則を重視するのか」

という義務論的態度です。 

 功利主義は、「最大多数の最大幸福」と説明されるように、さしあたり、「多くの人が幸

せであること」を善として考えます。ジェレミ・ベンサム（量的功利主義）やジョン・ス

チュアート・ミル（質的功利主義）が代表者です。また、義務論は、原則に基づいて行為



することが善である、とする考え方です。したがって、得られた結果が幸福であるかどう

か、よりも、原則を守ったかどうか、で判断をします。代表者はイマヌエル・カントです。 

 社会福祉学は「幸福追求」が目的なので、「（結果的に）幸福である（＝幸福の実現）」こ

とは、社会福祉にとってとても大切な事柄です。その意味で、社会福祉は功利主義的であ

るといえます。例えばウォルフェンスベルガーは、「文化－特定的」という概念を用いて、

社会にコミットすることを目指します。まさに結果主義であるといえます。ただし、彼の

思想は、多くの批判を受けています。多くは、障害者の否定という側面からなされるので

すが、このことは「結果さえ良ければよいのか」ということを投げかけていると思います。 

 私は功利主義に懐疑的で、善は普遍的立法の原理に立脚した行為によって導かれる、と

考えています。すなわち義務論者です。その理由を問われると答えに窮するのですが、一

つには性格が大きく影響していると思いますが、ただ、社会が安定するためには、ある基

準が定まり、その基準を守ることで実現するのではないか、と考えています。 

そもそも倫理学は、「対立する意見を調整する」役割を担っているのだから、みなが満足

するような結論などはあり得えないはずです（必ず誰かが犠牲になる）。 

ようするに、結果が良ければ何をしても良いのか、ということが納得できないのです。 

その意味で、結果によって導かれる善ではなく、善そのもの、つまり「絶対的な善」に

強い関心を抱いています。絶対的な善なので、時間や場所、状況などの相対的条件の影響

は受けません。絶対的善の実現については、カントが「人倫の形而上学の基礎づけ」のな

かで展開をしていますが、ようするに絶対的な善は、義務に基づく行為のみによって実現

するのです。平易には「すべきことをする」と表現することができます。そこには、感情

と行った利己的な類いは介在しません。 

 ただし、現実社会の中で考えたとき、そもそも「普遍的立法の原理」が成り立つのか、

という疑問、また義務論に基づくと、義務に基づいた行為が必ずしも善を実現するわけで

はない、という矛盾、さらには義務論では、人格の多様性を乗り越えることが出来ません。

つまり、最近、義務論に基づく社会福祉学は困難ではないだろうか、という思いに至るよ

うになりました。 

 このことは、社会福祉（学）が目指している「幸福（＝共通善）」が定まらない限り答え

ようがないのですが、これまでの活動を通して、少なくとも観念的な「幸福」ではなく、

現実的な「幸福」を目指さないと、社会福祉学の存在意義は喪失することになるのではな

いか、との思いに至るようになりました。 

ここのあたりは、社会福祉学の発展過程（歴史的形成段階）や、その役割を縦軸にとり

つつ、丁寧に解きほぐしていく必要があるのでしょうが、私自身は「貧困の解決」という

観念ではなく、「お腹がいっぱいになった」とか「住むところが確保できた」ということを

実現することにおかざるを得ないのかな？と思います。 

そうすると、義務論ではどうしても限界が出てきます。「嘘も方便」ということわざがあ

りますが、義務論では嘘は絶対に認めません。嘘はついてはいけないからです。しかし、



時と場合、状況によっては「嘘をつく（つかざるを得ない）」ことがあります。対人支援の

文脈において、「嘘」という直接的な行為ではなくても、「まあ何となく・・・」という状

況は往々にしてあります。そしてそれが、「結果オーライ」である場合が少なくありません。

そうしてみると、社会福祉学の行動原理は、「功利主義的態度」の方が適しているのではな

いか、と言えなくはありません。 

 ただし、結果が良かったから行為は不問に処されるのであって、もし、結果が伴わなか

った場合は問題となります。 

 このように考えると、功利主義的態度、義務論的態度と二分して考えるのではなく、そ

れぞれによって行為することが望ましいという結論（原則的には○○だけど、実際は○○

など）に至りますが、それではダブルスタンダードとなり、社会福祉学の行動原理とはな

りえません。してみると、第三の軸を立てるのが、社会福祉学にとってこれからの課題な

のかもしれません。 

 

7 最後に 

 「倫理学」は（「真」を問う哲学、「美」を問う美学に比べて）、マイナーな学問であるか

もしれません。ところが、現代社会に至って、複雑に絡み合った問題群が発生し、それま

では比較的見て見ぬふりをしてやり過ごしてきた出来事に、どうしても向き合わざるを得

なくなってきました。例えば、原発問題を「環境倫理」として考える（非人間的な出来事

と人間の関係。あるいは、人間の幸福を増進するために環境との関係をどう考えるか）、そ

こから派生すれば、「世代間倫理（次世代に環境を譲り渡す責務をどう負うべきなのか）」

として考える必要に迫られています。これは、「原発、賛成／反対」という二元論ではなく、

「エネルギーを手に入れるために、環境を利用しても良いのか」という倫理問題として考

えることができます。 

 「倫理学」は、日常に潜むあたりまえであったことにあえてメスを入れ、「判断の根拠の

妥当性」すなわち「人間はどう生きるべきなのか」について徹底的に考える学問です。 

人間の生活に関わる社会福祉学にとって、どのように関わっていくべきなのか、今後も、

問い続けていきます。 


